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沖縄県選挙管理委員会告示第20号 

  選挙権を有する者の総数の50分の１の数及び３分の１の数（令和８年沖縄県選挙管理委員会告示第３号）

 の一部を次のとおり訂正する。

　　令和８年１月29日 

                                                 　　　　　　　沖縄県選挙管理委員会

 委員長　　武　　田　　昌　　則　

 　３の表中「87,600」を「87,601」に改める。

 

沖縄県選挙管理委員会告示第21号 

　衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙運動費用支出制限額（令和８年沖縄県選挙管理委員会告示第14号）の

 一部を次のとおり訂正する。

　　令和８年１月29日 

                                                 　　　　　　　沖縄県選挙管理委員会

 委員長　　武　　田　　昌　　則　

 　表沖縄県第１区の項中「23,042,000」を「23,042,100」に改める。

  令和８年１月29日　木曜日  　（号外第４号）
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